
未定稿 

検討資料１－１○ 個人情報取扱事務の具体例（貸金業者登録事務及び貸金業者情報閲覧事務） 
 

事   務   の   流   れ 個人情報の保有の形態及び個人情報取扱事務登録簿（概要）  
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（申請書記載事項） 

１．登録の区分（新規・更新） 

２．法人・個人の別 

３．商号又は名称 

４．氏名 

５．住所 

６．法定代理人（氏名、住所、電話番号）

７．役員（氏名、役名等、住所） 

８．主要な使用人（氏名、職名、住所） 

９．営業所等の名称及び所在地（設置年月

日、所在地、電話番号） 

10．業務の種類 

11．業務の方法 

12．他に行っている事業の種類 

 

（添付書類） 

１．誓約書 

２．登録申請者等の履歴書（氏名、住所、

役職名、生年月日、職歴及び兼職状況、

賞罰） 

３．本籍地市区町村長の証明書（破産、成

年被後見人、被保佐人） 

 

登録の申請 
 
 
（貸金業者登録事務） 

 ・申請書記載事項の審査 

 ・犯歴調査（本籍地市区町村長

に照会） 

  

 ○登録を拒否するもの 

 ・申請者に通知 

○登録するもの 

 ・登録番号を付与し申請者に通

知 

（貸金業者情報閲覧事務） 

 ・登録したものの申請書の写し

を申請年月日順に編てつして

事務所に備え付ける。 

 ・登録したものの申請書の写し

を知事に通知する。 

  

    

県民局長（商工担当課） 個人情報の保有形態（個人情報ファイル該当性） 個人情報取扱事務登録簿（概要）  

 
紙媒体の個人情

報ファイル(法§

２④Ⅱ) 

・容易に検索可 

 能（索引簿） 

① 簿冊（ファイル）の名称 

○年度貸金業登録申請拒否綴 
② 保有の形態 

 ・申請書原本などを紙媒体で管理 
・申請書及び拒否に至る経緯等の一

件書類を索引簿をつけて編てつす

る。 

 
 
（個人情報の収集の目的） 
 貸金業を営む者について登録制度を実施
し、その事業に対し必要な規制を行うことに

より、業務の適正化と資金需要者等の利益の

保護を図る。 
 
（個人情報を収集する根拠） 
貸金業の規制等に関する法律第４条・第６条

第１項、同法施行規則第１条第２項、第４条 
 
（個人情報の記録項目） 
識別番号、氏名、性別、生年月日・年齢、住

所・電話番号、本籍・国籍、職業・職歴、資

格・賞罰、犯罪歴その他社会的差別の原因と

なるおそれのある個人情報 
 
（個人情報の主な収集先） 
 本人、本人以外 
 
（個人情報の目的外利用又は提供の状況） 
 無 

貸金業者登録事務  

 

 

 

 

 

 

 

 

紙媒体の個人情

報ファイル(法§

２④Ⅱ) 

・容易に検索可 

 能（索引簿） 

① 簿冊（ファイル）の名称 

○年度貸金業登録綴 
② 保有の形態 

 ・申請書原本などを紙媒体で管理 
・登録番号順に索引簿をつけて編て

つする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
紙媒体の個人情

報ファイル(法§

２④Ⅱ) 

・容易に検索可 

 能（索引簿） 

① 簿冊（ファイル）の名称 

○○県民局貸金業者登録簿 
② 保有の形態 

 ・申請書写しを紙媒体で管理 
・商号順、氏名順に索引簿をつけて

編てつする。 
 

 
 
 
（個人情報の収集の目的） 
 貸金業を営む者について登録制度を実施
し、その内容を一般の閲覧に供することによ

り、資金需要者等の利益の保護を図る。 
 
（個人情報を収集する根拠） 
貸金業の規制等に関する法律第９条、同法施

行規則第４条の２第１項、第９条第２項 
 
（個人情報の記録項目） 
識別番号、氏名、住所・電話番等、職業・職

歴 
 
（個人情報の主な収集先） 
 本人 
 
（個人情報の目的外利用又は提供の状況） 
 有（金融庁貸金業検索システム） 

貸金業者閲覧事務  

 

 

 

 

 
 
（貸金業者情報閲覧事務） 

・県民局から通知のあった貸金業

者の登録申請書を事務所に備え

付ける。 
 
 
・資金需要者等からの電話照会及

び金融庁への情報提供に対応で

きるよう、申請書記載内容の一

部を電子計算機処理する。 

知事（経営支援課）  

 
紙媒体の個人情

報ファイル(法§

２④Ⅱ) 

・容易に検索可 

 能（索引簿） 

① 簿冊（ファイル）の名称 

兵庫県貸金業者登録簿 
② 保有の形態 

 ・申請書写しを紙媒体で管理 
・商号順、氏名順に索引簿をつけて

編てつする。 
 

 

 

 

 

 

 

 
電子計算機処理

した個人情報フ

ァイル(法§２④

Ⅰ) 

① 簿冊（ファイル）の名称 

兵庫県貸金業者登録ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ 
② 保有の形態 

 ・パソコンソフトを用いた電磁的媒

体で管理 

 

【参考】 

 ・貸金業者登録件数 ９１４件（平成 14 年度末） 

 ・登録申請拒否件数  ７４件（昭和 58 年度～ 

平成 14 年度累計） 





未定稿

○　個人情報取扱事務登録簿の例

貸　金　業　者　登　録　事　務 貸　金　業　者　閲　覧　事　務
様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係）

個　人　情　報　取　扱　事　務　登　録　簿 個　人　情　報　取　扱　事　務　登　録　簿

個人情報取扱事務の区分 ■共通 固有 個人情報取扱事務の区分 ■共通 固有
産業労働部 商工労働局 経営支援課 登録年月日 産業労働部 商工労働局 経営支援課 登録年月日

個人情報取扱事務を 登録 個人情報取扱事務を 登録
（担当係： 信用保証係 内線： 3545 番） 平成 （担当係： 9年４月１日 信用保証係 内線： 3545 番） 平成 9年４月１日

所管する組織の名称 変更年月日 所管する組織の名称 変更年月日
保有 各県民局商工課 平成14年４月１日 保有 各県民局商工課及び経営支援課 平成14年４月１日

貸金業者登録事務 貸金業者閲覧事務個人情報取扱事務の名称 個人情報取扱事務の名称

貸金業者を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を
行うことにより、業務の適正化と資金需要者等の利益を図る。

貸金業者を営む者について登録制度を実施し、その内容を一般の閲覧に供す
ることにより、資金需要者等の利益の保護を図る。

個人情報を収集する目的 個人情報を収集する目的

貸金業の規制等に関する法律第4条、第6条第1項、貸金業の規制等に関する
法律施行規則第1条第2項、第4条

貸金業の規制等に関する法律第９条、貸金業の規制等に関する法律施行規則
第４条の２第１項、第９条第２項

個人情報を収集する根拠 個人情報を収集する根拠

貸金業を営む者 貸金業を営む者個人情報の対象者の範囲 個人情報の対象者の範囲

基本的事項 ■識別番号 ■氏名 ■性別 基本的事項 ■識別番号 ■氏名 性別

個 ■生年月日・年齢 ■住所・電話番号 ■本籍・国籍 個 生年月日・年齢 ■住所・電話番号 本籍・国籍

人 家庭生活 家族状況 婚姻歴 親族関係 人 家庭生活 家族状況 婚姻歴 親族関係

情 社会生活 ■職業・職歴 学業・学歴 資格・賞罰 情 社会生活 ■職業・職歴 学業・学歴 資格・賞罰

報 財産・収入 納税額 公的扶助 報 財産・収入 納税額 公的扶助

の 取引状況 所属団体 の 取引状況 所属団体

記 思想等 思想、 に信教及び信条 関する個人情報 記 思想等 思想、信教及び信条に関する個人情報

録 病歴その の に他個人 特質を規定する身体 関する個人情報 録 病歴その他個人の特質を規定する身体に関する個人情報

項 ■犯罪歴その の原因 の他社会的差別 となるおそれ ある個人情報 項 犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

目 収集の根拠 ■法令等 審議会意見 目 収集の根拠 法令等 審議会意見

法令等の名称

「個人情報を収集する根拠」のとおり。

法令等の名称

その他 その他

個人情報の主な収集先 ■本人 ■本人以外(条例第6条第3項 2 号) 個人情報の主な収集先 ■本人 本人以外(条例第6条第3項 号)

本人以外の区分 他の実施機関 ■他の官公庁 本人以外の区分 他の実施機関 他の官公庁
私人・民間団体 刊行物等 私人・民間団体 刊行物等

その他　　　（ ） その他　　　（ ）

個人情報の目的外利用 有　　　　（条例第７条第 第 4 項） ■無 個人情報 用の目的外利 ■有　　　　（条例第７条第 第 4 項） 無

又は提供の状況 利用又は提供先 実施機関内部 他の実施機関 又は提供の状況 利用又は提供先 実施機関内部 他の実施機関

他の官公庁 私人・民間団体 ■他の官公庁 私人・民間団体

その他　　　（ ） その他　　　（ ）

有 無 ■有 無

個人情報の電子計算機 オンライン 有 無 個人情報の電子計算機 オ インンラ ■有 無

処理の状況 結合によ 根　拠 法令等 審議会意見 処理の状況 結合によ 根　拠 法令等 ■審議会意見

る提供の 法令等の名称 る提供の 法令等の名称

状況 状況

委託の状況 有 ■無 委託の状況 有 ■無

委託の内容 委託の内容

備考 備考

検討資料２
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検討資料４

○　収集時及び開示決定時の収集目的の明示（通知）規定の概要（先行７県） (15.4.1現在：兵庫県のまとめ）

富山県 石川県 静岡県 和歌山県 徳島県 宮崎県 鹿児島県 兵庫県

１　収集（保有）制限関係規定

収集（取得）目的を特定（明確化）すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(§６①）

個人情報は本人から収集すること（本人収集の原則） ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○(§６③）

本人から個人情報を収集（取得）するときに収集（利用）目的を明示すること ○ － ○ ○ － ○ ○ －

収集（利用）目的を明示することの対象 書面のみ － 書面のみ 書面・口頭 － 書面のみ 書面のみ －

収集（取得）時の収集（利用）目的の明示に係る適用除外規定 ○ － ○ ○ － ○ ○ －

人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の必要があるとき ○ － ○ ○ － ○ ○ －

本人又は第三者の権利利益を害するおそれがあるとき ○ － ○ ○ － ○ ○ －

国の機関、地方公共団体等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがあるとき

○ － ○ ○ － ○ ○ －

取得の状況から見て利用目的が明らかであるとき ○ － ○ ○ － ○ ○ －

２　利用及び提供の制限規定の対象情報 保有個人情報 保有個人情報 保有個人情報 保有個人情報 個人情報 個人情報 保有個人情報 個人情報

３　開示請求関係規定

開示請求の対象情報 保有個人情報 保有個人情報 保有個人情報 保有個人情報 保有個人情報 保有個人情報 保有個人情報
公文書に記録され
ている個人情報

開示決定時に収集（利用）目的を通知すること ○ － ○ ○ － ○ ○ －

開示決定時に収集（利用）目的を通知することに係る適用除外規定 ○ － ○ ○ － ○ ○ －

人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の必要があるとき － － － － － － － －

本人又は第三者の権利利益を害するおそれがあるとき ○ － ○ ○ － ○ ○ －

国の機関、地方公共団体等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがあるとき

○ － ○ ○ － ○ ○ －

取得の状況から見て利用目的が明らかであるとき － － － － － － － －
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○ 行政機関の職員等による個人情報の取扱いに関して国民の信頼を確保するシステム 

個人情報（個人を識別することができる情報）  
個人の秘密に属する情報  

物

理

的

に

存

在

し

て

い

る

情

報 

行

政

文

書

に

記

録

さ

れ

た

情

報 

 

  

  
 
 
 

 

主  体 行    為 量  刑 

・職員（その職を退いた後といえど

も同様とする） 
 

職務上知り得た秘密を漏らすこと。 1 年以下の懲役又は３万円

以下の罰金（国家公務員法

第 109条第 1項） 
・職員若しくは職員であったもの 
・受託業務に従事している者若しく

は従事していた者 

正当な理由がないのに、個人の秘密に属する

事項が記録された電子処理した個人情報フ

ァイルを提供したとき 

２年以下の懲役又は 
１００万円以下の罰金 

・職員若しくは職員であったもの 
・受託業務に従事している者若しく

は従事していた者 

業務に関して知り得た保有個人情報を自己

若しくは第三者の不正な利益を図る目的で

提供し、又は盗用したとき 

1 年以下の懲役又は５０万

円以下の罰金 

・行政機関の職員 
 
 

職権を濫用して、専らその職務の用以外の用

に供する目的で個人の秘密に属する事項が

記録された文書、図画又は電磁的記録を収集

したとき 

1 年以下の懲役又は５０万

円以下の罰金 

守秘義務(国家公

務員法109条) 

行政機関法 

第53条 

行政機関法 

第54条 

○ 行政機関法第５３条 

  個人情報ファイルの不正な提供行為を国家公務員法に

定める守秘義務違反に対する科罰の内容よりも重くして

いる。 

  受託事業者の従業者も科罰の対象になる。 

 ※ 職員が、個人の秘密が記録されているデ－タベ－スを

フロッピ－等の媒体に複写して、業務上必要がない者に

提供した場合 

○ 行政機関法第５４条 

  個人の秘密に属さない個人情報を自己若しくは第三者

の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも科

罰の対象になる。  

また、個人の秘密に属する個人情報を自己若しくは第三

者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した行為

を守秘義務違反に対する科罰の内容よりも重くしている。

受託事業者の従業者も科罰の対象になる。 

 ※ 職員が、職務上知り得た他人の氏名・住所・電話番号

を名簿業者に売却した場合。 

行政機関法に定める罰則規定の効果 

行政機関法に定める職員等の義務規定の効果 

行政機関法第７条 

 個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者

又は前条第２項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者

は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不正な目的に利用してはならない。 

行政機関の職員にあって、国家公務員法第 98条 1項（法
令順守義務）に該当するときは、懲戒処分（同法第 82
条）の対象となる。 

行政機関法 

第55条 

・公務員 職権を濫用して、人に義務のないことを行わ

せ、又は権利の行使を妨害したとき 
２年以下の懲役又は禁固 刑法第193条 

(公務員職権濫用) 

○ 行政機関法第５５条 

  個人の秘密に属する事項を専らその職務の用以外の用

に供する目的で職権を濫用して収集したときも科罰の対

象となり行政機関法第53条及び同法第54条の予備罪的性

格を有する。 

  また、例えば、職員自らが行政機関のコンピュ－タに不

正にアクセスして、個人の秘密に属する事項を収集したと

きなど、刑法第193条により科罰に処せられない行為も、

この規定の科罰の対象行為となる。 

 ※ 職員が個人的興味を満たす目的で、自己の職務を装っ

て、他の課に保管されている特定の人に関する健康診断

結果や相談内容を複写した場合

 ・課税台帳の内容 
・苦情相談の内容            等 

・申請者が一方的に発言した申請に至る経緯や 
前職などの個人情報で、担当者が任意の起案 
検討用ノ－トに記録したもの     等 

・各種申請書のうち一般の閲覧に 
供している内容（貸金業登録簿や

物品納入業者一覧表等）等 

・官報に記載された行政処分に係 
る事業者の代表者氏名、営業所 
所在地         等 

○ 電子処理した個人情報ファイル 

一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検

索できるように体系的に構成したもの 

○ 電子処理していない個人情報ファイル 

一定の事務の目的を達成するために、氏名、生年月日、その他の記述により特定の

保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもの 

電子処理した個人情報ファイル 

検討資料５

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



未定稿 

検討資料６ 

○ 全国都道府県・県内市町等の職員等への罰則規定の内容 

  罰則規定の内容 評   価 

長 崎 県 第 45条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処する。 
  (1) 第 3条第 2項の規定に違反して個人情報を他人に知らせ、又は使用した者。 
第 3条  
２ 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

姫 路 市 第 30 条 次の各号のいずれかに該当する者は、1 年以下の懲役又は 3 万円以下の罰金に処する。 

(1) 第 3条第 2項の規定に違反して個人的秘密を漏らした者 
第 3条 
 ２ 市の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

宝 塚 市 第 51条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は 3万円以下の罰金に処する。 
(1) 第 13 条の規定に違反して、職務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用
した者 

第 13 条 実施機関の職員は、職務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他の人に知らせ、又は不当な目的に使用し
てはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 

川 西 市 第 46条 次の各号のいずれかに該当する者は、1 年以下の懲役又は 3 万円以下の罰金に処する。 
(1) 第 3条第 2項の規定に違反して、個人的秘密を漏らした者 

第 3条 
 ２ 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

その職を退いた後も、また、同様とする。  
温 泉 町 第 57 条 第 11 条第 4 項、第 12 条第 2 項若しくは第 35 条第 4 項の規定に違反して個人情報を漏らした者は、1 年以下の

懲役又は 30万円以下の罰金に処する。 
第 11条 
 ４ 個人情報に係る事務に従事する者及び従事していた者は、その職務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は窃用して

はならない。 

いずれの規定も対象情報や行為を見ると、行政機関法第 54 条

に規定するものと類似していると考えられる。 

なお、行政機関法第 54 条に規定する量刑は１年以下の懲役又

は 50 万円以下の罰金である。 

名古屋市 第 31 条 実施機関の職員（給与又は報酬が支給されない特別職（地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 3 条第 3 項
に規定する特別職をいう。第 34 条において同じ。）の職員を除く。以下この条及び第 33 条において同じ。）若しくは職
員であった者又は第 12条第 3項に規定する当該処理に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないの
に、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報データファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含

む。）を提供したときは、2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。 
第 32 条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報（公文書又は磁気テープ等に記録されているものに限
る。）を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50万円以下の
罰金に処する。 

第 33 条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記
録された文書、図画又は磁気テープ等を収集したときは、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。 

第 34 条 実施機関の職員（給与又は報酬が支給されない特別職の職員及び設置の根拠となる規定が法令に置かれている特
別職の職員を除く。以下この条において同じ。）又は職員であった者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た個人の

秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は 3万円以下の罰金に処する。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、
この限りでない。  

２ 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない 

 行政機関法に規定する罰則と同趣旨である。 

 


